
 

 

第３２５回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 
 

 

Ⅰ 予算議案（３件） 
 
（１） 議第 148 号議案 
 
（２） 議第 149 号議案 
 
（３） 議第 150 号議案 
 
 
 

平成 21 年度 宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     

宮城県港湾整備事業特別会計補正予算                    平成 21 年度 

宮 城 県 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算                     平成 21 年度 
 



 

 

Ⅱ 予算外議案（２５件） 
 
１ 条例議案（１４件） 

 

（１） 議第 151 号議案 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 152 号議案 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条

例 

県が設置する公の施設の使用等を制限することについて必要

な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２２年４月１日 

 所管 行政経営推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限 

行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県仙台保健福祉事務所の移転に伴い，所要の改正を行お

うとするもの 

 施行 平成２２年４月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

宮城県仙台保健福祉事務所の位置の変更（仙台市 → 塩竈市） 



 

 

 

（３） 議第 153 号議案 

 

 

 

 

 
 
 

 

（４） 議第 154 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例 
 

 

一般職の任期付職員の給与を改定するため，所要の改正を行

おうとするもの 

 施行 平成２１年１２月１日等 

 所管 人事課 

○主な内容 

１ 給料表の額の引下げ 平均△０．２％ 

２ 期末手当の引下げ  

  年間支給月数 ３．３５月分 → ３．１月分 

  （△０．２５月分） 

 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改

正する条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般職の任期付研究員の給与を改定するため，所要の改正を

行おうとするもの 

 施行 平成２１年１２月１日等 

所管 人事課 

 ○主な内容 

 １ 給料表の額の引下げ 平均△０．２％ 

２ 期末手当の引下げ  

  年間支給月数 ３．３５月分 → ３．１月分 

    （△０．２５月分） 

 



 

 

 

（５） 議第 155 号議案 
 

 

 

 

 

（６） 議第 156 号議案 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の給与を改定するため，所要の改正を行おうとするもの

 施行 平成２１年１２月１日等 

 所管 人事課 

○主な内容 

１ 人事委員会勧告によるもの 

 (1) 給料表の額の引下げ 平均△０．２％ 

 (2) 期末手当及び勤勉手当の引下げ  

    年間支給月数 ４．４５月分 → ４．１５月分 

    （△０．３月分） 

 (3) 自宅に係る住居手当（月額3,000円）の廃止 

  (4) 地域手当の引上げ（仙台市の場合 3.5％ → 4％） 

 ２ 義務教育等教員特別手当の支給限度額の引下げ  

月額15,900円→11,700円 

 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例 
 

 

 

 

 

 

職員の給与が改定されることに伴い，所要の改正を行おうと

するもの 

 施行 平成２１年１２月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

給与構造改革の導入に伴う経過措置における給料月額の調整 



 

 

 

（７） 議第 157 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 158 号議案 

 

 
 

 

 
 
 
 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条

例及び県教育委員会教育長の給与，勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部を改正する条例 
 

知事等の給与を改定するため，所要の改正を行おうとするも

の 

 施行 平成２１年１２月１日等 

 所管 人事課，教育庁総務課 

○改正内容 

期末手当の引下げ 

年間支給月数 ３．３５月分 → ３．１月分 

（△０．２５月分） 

○対象者 

 知事，副知事，出納長，公営企業管理者，病院事業管理者，常勤監査

委員及び教育長 

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事等及び一般職に係る給料の削減率を改定する等，所要の

改正を行おうとするもの 

 施行 平成２１年１２月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

１ 対  象 知事等の特別職等，一般職（警察官，教職員含む） 

２ 改定内容 

  【特別職等】 給料削減率 ９～１２％ → ８～１１％ 

  【一 般 職】 給料削減率 ５．５％ → ３．８％ 



 

 

 

（９） 議第 159 号議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 160 号議案 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

非常勤職員公務災害補償等条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員災害補償法の改正に準じ，所要の改正を行おうと

するもの 

 施行 平成２２年１月１日 

 所管 職員厚生課 

○主な内容 

 非常勤の船員を公務災害補償条例の適用対象とするもの 

  

産 業 廃 棄 物 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例の適用期間の延長等，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 規則で定める日 

 所管 税務課 

○主な内容 

１ 適用期間を平成２７年３月３１日（改正前平成２２年３月３１

日）まで延長 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う規定の整理 

 



 

 

 
（11）議第 161 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 162 号議案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

○主な内容 

 １ 対象市町村が増えるもの → １２事務１９団体 

 ２ 根拠法令の改正等により規定の整備を行うもの → ５事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理するこ

ととする等，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２２年４月１日等 

 所管 市町村課 

申請等の受理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 
 

 

 

 

 

 

 

知事への申請等の一部を新たに市町村が受理することとする

等，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２２年４月１日等 

 所管 市町村課 

○主な内容 

１ 対象市町村が増えるもの → １事務３団体 

２ 根拠法令の改正により規定の整備を行うもの → １事務 

 



 

 

 

（13） 議第 163 号議案 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（14） 議第 164 号議案 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 容 師 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

理容所における衛生上必要な措置を改正しようとするもの 

 施行 平成２２年４月１日 

 所管 食と暮らしの安全推進課 

○主な内容 

 理容所における衛生措置として，洗髪のための洗い場の設置を追加 

 

美 容 師 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

美容所における衛生上必要な措置を改正しようとするもの 

 施行 平成２２年４月１日 

 所管 食と暮らしの安全推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

美容所における衛生措置として，洗髪のための洗い場の設置を追加 

 



 

 

 
２ 条例外議案（１１件） 

 

（１） 議第 165 号議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 166 号議案 

 

 

 
 
 
 
 
 

当 せ ん 金 付 証 票 の 発 売 限 度 額 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度において県が発売する自治宝くじの発売限度額

について，当せん金付証票法の定めるところにより，議会の議

決を受けようとするもの 

 所管 財政課 

○宝くじの発売限度額 110 億円 

指定管理者の指定について（宮城県慶長使節船ミュージ 

アム） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県慶長使節船ミュージアムの指定管理者を指定すること

について，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受

けようとするもの 

 所管 消費生活・文化課 

○主な内容 

１ 指定しようとする団体 財団法人慶長遣欧使節船協会 

２ 指 定 の 期 間 平成２２年４月１日～ 

２ 指 定 の 期 間 平成２５年３月３１日 



 

 

 

（３） 議第 167 号議案 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

（４） 議第 168 号議案 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
指定管理者の指定について（みやぎ産業交流センター） 

みやぎ産業交流センターの指定管理者を指定することについ

て，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けよう

とするもの 

所管 国際経済課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

１ 指定しようとする団体 夢メッセみやぎ管理運営共同事業体 

２ 指 定 の 期 間 平成２２年４月１日～ 

２ 指 定 の 期 間  平成２５年３月３１日 

 

指定管理者の指定について（宮城県婦人会館）  

 

 

 
宮城県婦人会館の指定管理者を指定することについて，地方

自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとするも

の 

所管 生涯学習課 

○主な内容 

１ 指定しようとする団体 財団法人みやぎ婦人会館 

２ 指 定 の 期 間 平成２２年４月１日～ 

２  定 の 期 間 平成２５年３月３１日 



 

 

 

（５） 議第 169 号議案 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 170 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調停案の受諾及び損害賠償の額の決定について 

 

旧名取養護学校におけるエレベーター事故に係る損害賠償請

求調停事件について，仙台簡易裁判所から提示のあった調停案

の受諾及び損害賠償の額の決定について，議会の議決を受けよ

うとするもの 

 所管 特別支援教育室 

 

○事故発生日 平成１７年８月２６日 

○損害賠償額 4,633,602円 

公 立 大 学 法 人 宮 城 大 学 の 定 款 変 更 に つ い て 

 

公立大学法人宮城大学の定款変更について，地方独立行政法

人法の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの

 所管 私学文書課 

 

 

 

 

 

 

 

 ○定款変更の内容 

資産を追加 



 

 

 

（７） 議第 171 号議案 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 172 号議案 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院が達成すべき業務

運営に関する目標を定めることについて 
 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院が達成すべき業務運営

に関する目標について，地方独立行政法人法の定めるところに

より，議会の議決を受けようとするもの 

 所管 医療整備課 

○目標の内容 

１ 中期目標の期間 

２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標 

３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

４ 財務内容の改善に関する目標 

５ その他業務運営に関する重要目標 

 

財産の出資について（公立大学法人宮城大学用地） 

 

公立大学法人宮城大学に対する出資を行うことについて，地

方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとする

もの 

 所管 私学文書課 

○出資しようとする財産の所在地  仙台市太白区坪沼字沼山４５－２ 

○出資しようとする財産 土地 57,562.24 ㎡ 

○出 資 の 相 手 方 公立大学法人宮城大学 



 

 

 

（９） 議第 173 号議案 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 174 号議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事委託契約の締結について（大衡インターチェンジ（仮

称）整備事業に関する工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

委 託 金 額 941,000,000 円 

委託の相手方 東日本高速道路株式会社 

 所管 道路課 

○施行地名 黒川郡大衡村奥田地内 

○工事内容 土工，法面工，橋台工，舗装工，標識工，橋梁上部 

工（製作） 

       延長 1,485ｍ  幅員 3.5（7.0）ｍ 

○工 期 議決日～平成２２年３月３１日 

 

権 利 の 放 棄 に つ い て 

老人保健施設整備事業費補助金及び医療施設近代化施設整備

費補助金に係る回収不能債権を放棄することについて，地方自

治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの

所管 医療整備課，長寿社会政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放棄しようとする債権 ３件 

○放棄しようとする金額 43,009,407円を限度とする額及び遅延損害 

金 

 

 

 



 

 

 

（11） 議第 175 号議案 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専決処分の承認を求めることについて（手数料条例の一

部を改正する条例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌汚染対策法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするも

の 

 施行 平成２１年１０月２３日等 

 所管 財政課 

○主な内容 

汚染土壌処理業の許可の申請に係る手数料の新設（240,000円） 

 



 

 

Ⅲ 報告（２件） 
 

（１） 報告第 11 号 
 

 

 

 
 

（２） 報告第 12 号 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定）

 

 
 和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し

たので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 ３件 

 ２ 発   生 平成２１年３月～平成２１年８月 

 ３ 損害原因 県管理道路の損傷等による事故等 

 ４ 損害賠償額 717,672円 

 ５ 専決処分日 平成２１年１０月１９日～平成２１年１１月１１日 

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定）  

 

 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ

ぞれ専決処分したので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 ９件 

 ２ 発   生 平成２１年５月～平成２１年９月 

 ３ 損害内容 人身事故，車両事故 

 ４ 損害賠償額 2,034,704円 

 ５ 専決処分日 平成２１年１０月１３日～平成２１年１１月１２日 


